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(57)【要約】
【課題】プレス成形における割れの発生を精度よく予測
することができる成形限界線図ＦＬＤの作成方法と、そ
のＦＬＤを用いた割れ予測方法ならびにその予測方法を
用いたプレス部品の製造方法を提案する。
【解決手段】プレス成形する金属板表面に０．５～１．
０ｍｍの標点間距離でマーキングを施した後、その金属
板を、先端の最小曲率半径が３～１０ｍｍのパンチを用
いて張出し成形し、パンチ先端部の金属板表面に亀裂が
発生した時点における最大主ひずみおよび最小主ひずみ
をマーキングの変化から測定して成形限界線を得ること
によって成形限界線図を作成し、この成形限界線図を基
にプレス成形における割れの発生を予測し、割れが発生
しない条件でプレス成形する。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
プレス成形する金属板表面に０．５～１．０ｍｍの標点間距離でマーキングを施した後、
その金属板を、先端の最小曲率半径が３～１０ｍｍのパンチを用いて張出し成形し、パン
チ先端部の金属板表面に亀裂が発生した時点における最大主ひずみおよび最小主ひずみを
マーキングの変化から測定し、成形限界線を得ることを特徴とするプレス成形における成
形限界線図の作成方法。
【請求項２】
請求項１に記載の成形限界線図を基にプレス成形における割れの発生を予測することを特
徴とするプレス成形における割れ予測方法。
【請求項３】
請求項２に記載のプレス成形における割れ予測方法を用いて金属板の割れ発生の有無を予
測し、割れが発生しない条件で金属板をプレス成形することを特徴とするプレス部品の製
造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プレス成形における成形限界線図の作成方法、割れ予測方法およびプレス部
品の製造方法に関し、具体的には曲げ性に支配される割れを考慮した成形限界線図の作成
方法、割れ予測方法およびその方法を用いたプレス部品の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　プレス成形は、一対の金型の間に金属板を挟んで挟圧し、鋼板等の金属板を型の形状に
倣うよう成形して所望の形状の部品を得ようとする代表的な金属加工方法の一つであり、
自動車部品、機械部品、建築部材、家電製品等、幅広い製造分野で用いられている。
【０００３】
　プレス成形する際、成形途中で被成形材である金属板に割れが生じる現象がたびたび問
題視されており、その解決策として、金属板自体の成形性を高めることの他に、プレス成
形における割れを精度よく予測しようとする努力がなされている。例えば、近年よく用い
られている方法としては、有限要素法を用いたプレス成形シミュレーションにおいて、金
型形状や金属板の機械的特性（材質）の他、金型や金属板の温度、金型を閉塞させる速度
（プレス速度）、潤滑条件などの各種プレス条件を変化させて、割れが生じない成形条件
を探ろうとする方法がある。
【０００４】
　有限要素法は、例えば、特許文献１より抜粋した、図１（ａ）に示すようなハット形部
材をプレス成形する場合、図１（ｂ）に示すように、上型１、下型２および金属板３を模
擬した部分を、仮想的なメッシュから構成される要素群に分割した上で、プレス成形にお
ける各段階で、各要素にどれだけの応力とひずみがどの方向に作用するかを解析（シミュ
レーション）する方法である。
【０００５】
　ここで、図１（ｂ）の例では、二次元的（平面的）なメッシュに要素分割しているが、
三次元的（立体的）なメッシュに要素分割する場合も多い。また、分割する要素は、図１
（ｂ）の上型１、下型２を模擬した部分のように、三角形（三角柱）とする場合もあれば
、金属板３を模擬した部分のように、四角形（直方体）とする場合もあり、さらに、図示
していないが、六角形（六角柱）とする場合もある。なお、金属板のプレス成形シミュレ
ーションでは、金属板の板厚中心を二次元的なメッシュに要素分割する場合が多い。
【０００６】
　ところで、従来のプレス割れ発生有無の予測は、有限要素法を用いた金属板のプレス成
形シミュレーションで、上記のようなメッシュに分割した各要素の板厚中心における成形
後の最大主ひずみε１および最小主ひずみε２（各スカラー）を接点の座標変化から計算
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により求め、上記最大主ひずみε１および最小主ひずみε２が、別途作成しておいた、図
２に示したような成形限界線図ＦＬＤ（Ｆｏｒｍｉｎｇ　Ｌｉｍｉｔ　Ｄｉａｇｒａｍ）
の成形限界線ＦＬＣ（Ｆｏｒｍｉｎｇ　Ｌｉｍｉｔ　Ｃｕｒｖｅ）を挟んで割れ発生領域
、割れなしの領域のいずれの側に存在するかを確認し、割れ発生領域に存在する場合に、
割れが発生すると予測していた。
【０００７】
　上記ＦＬＤの作成方法には、代表的なものとして、中島法やＭａｒｃｉｎｉａｋ法があ
る。これらの方法は、スクライブドサークル等、各種のパターンをマーキングした、形状
（幅）の異なる数種のサンプルを使用し、先端曲率半径が２５～５０ｍｍ程度の球頭パン
チ（中島法）あるいは円頭パンチ（Ｍａｒｃｉｎｉａｋ法）を用いて、破断もしくはネッ
キングが発生するまで張出し成形し、成形後のマーキングの変化から、破断やネッキング
発生位置の最大主ひずみ、最小主ひずみを求め、その測定結果を二次元表示して成形限界
線（ＦＬＣ）を得る方法である。このＦＬＣは、板厚中心の成形限界を示しており、前述
した板厚中心の要素を用いて計算したプレス成形シミュレーションと照らし合わせること
で、割れの発生を予測するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－５５４８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、発明者らの研究によれば、上記従来の割れ予測方法を用いた場合、割れ
発生なしと予測されたプレス成形条件でも、実際の金属板のプレス成形、特に高強度鋼板
の実プレス成形で割れが発生し、予測した結果と現実とが大きく乖離している事例が多々
発生していた。
【００１０】
　本発明は、従来技術が抱える上記問題点を解決すべく開発したものであり、その目的は
、プレス成形における割れの発生を精度よく予測することができる成形限界線図ＦＬＤの
作成方法と、そのＦＬＤを用いた割れ予測方法ならびにその予測方法を用いたプレス部品
の製造方法を提案することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　発明者らは、特に高強度鋼板において、従来の方法による割れ発生の予測と実プレス成
形における割れ発生の結果とが乖離している原因について鋭意検討を重ねた。その結果、
鋼板に発生する割れには、主に低強度、軟質材において起こる延性が支配する割れと、主
に高強度、硬質材において起こる曲げ性が支配する割れとがあり、従来の割れ成形限界線
図ＦＬＤは、プレス成形における板厚中心の最大主ひずみ、最小主ひずみから成形限界線
ＦＬＣを求めていた、すなわち、上記の延性支配の割れに基づいて作成しており、後者の
曲げ性支配の割れについては一切考慮していなかったためであることが明らかとなった。
【００１２】
　そこで、発明者らは、さらに検討を重ね、プレス成形における板厚中心の最大主ひずみ
、最小主ひずみから成形限界線ＦＬＣを得ていた従来の成形限界線図ＦＬＤを改善し、延
性が支配する割れに基づく割れ予測に加えて、曲げ性が支配する割れをも考慮した成形限
界線図ＦＬＤを用い、併せて、曲げ性支配の割れをも考慮したプレス成形シミュレーショ
ンを行うことで、割れの発生を精度良く予測することができることを見出し、本発明を完
成させた。
【００１３】
　すなわち、本発明は、プレス成形する金属板表面に０．５～１．０ｍｍの標点間距離で
マーキングを施した後、その金属板を、先端の最小曲率半径が３～１０ｍｍのパンチを用
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いて張出し成形し、パンチ先端部の金属板表面に亀裂が発生した時点における最大主ひず
みおよび最小主ひずみをマーキングの変化から測定し、成形限界線を得ることを特徴とす
るプレス成形における成形限界線図の作成方法である。
【００１４】
　また、本発明は、上記の成形限界線図を基にプレス成形における割れの発生を予測する
ことを特徴とするプレス成形における割れ予測方法を提案する。
【００１５】
　また、本発明は、上記のプレス成形における割れ予測方法を用いて金属板の割れ発生の
有無を予測し、割れが発生しない条件で金属板をプレス成形することを特徴とするプレス
部品の製造方法を提案する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、プレス成形における割れの発生有無を精度よく予測することができる
成形限界線図ＦＬＤを作成することができるので、自動車のパネル部品、構造・骨格部品
等の各種部品をプレス成形する際の割れ発生を精度よく予測することが可能となり、プレ
ス成形を安定して行うことができるとともに、プレス製品の不良率の低減にも大きく寄与
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】有限要素法を用いたプレス成形シミュレーションを説明する図であり、（ａ）は
金型と被成形材（金属板）との関係を、（ｂ）はメッシュ分割例を示す。
【図２】成形限界線図（ＦＬＤ）を説明する図である。
【図３】割れの形態を説明する図であり、（ａ）は延性が支配している割れ、（ｂ）は曲
げ性が支配している割れを示す。
【図４】実施例においてプレス成形した部品形状、寸法を説明する図である。
【図５】表１の鋼板Ａをプレス成形したときに割れが発生する金型位置を、従来のＦＬＤ
から予測した結果とプレス成形の結果とを対比して示す図である。
【図６】表１の鋼板Ｂをプレス成形したときに割れが発生する金型位置を、従来のＦＬＤ
から予測した結果とプレス成形の結果とを対比して示す図である。
【図７】実施例においてＦＬＤの作成に用いた試験片形状を説明する図である。
【図８】マーキングの標点間距離が、測定される最大主ひずみに及ぼす影響を示すグラフ
である。
【図９】張出し成形後の試験片の断面形状（割れの形態）を示す図である。
【図１０】プレス成形シミュレーションに用いるシェル要素を説明する図である。
【図１１】実施例に用いたパンチを説明する図であり、（ａ）は従来のＦＬＤ作成に用い
たパンチ、（ｂ）は本発明のＦＬＤ作成に用いたパンチを示す。
【図１２】実施例で得られた従来のＦＬＤと、本発明のＦＬＤとを対比して示す図である
。
【図１３】表１の鋼板Ｂをプレス成形したときに割れが発生する位置について、最大主ひ
ずみと最小主ひずみが金型の下死点からの距離によってどのように変化するのかをＦＬＤ
上にプロットした図である。
【図１４】従来のＦＬＤと本発明のＦＬＤから予測した割れ発生金型位置と、プレス成形
における割れ発生金型位置とを対比して示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　先ず、本発明の基本的技術思想について説明する。
　発明者らは、高強度の薄鋼板を対象としたプレス成形の研究を行っていた際、鋼板の引
張強さＴＳが９８０ＭＰａ級あるいは１１８０ＭＰａ級と高強度化、硬質化するのに伴い
、プレス成形において、くびれ（ネッキング）を起こすことなく破断に至るケースが多く
見られることに気付いた。この現象を、図３を用いて説明すると、例えば、球頭パンチを
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用いて低強度で軟質な鋼板を張出し成形する場合には、一般に、図３（ａ）に示したよう
に局部的にくびれが発生し、そのくびれ部の板厚減少量が大きくなって割れに至るのが普
通である。しかし、上述した引張強さが９８０ＭＰａ級や１１８０ＭＰａ級のように高強
度化、硬質化した鋼板では、図３（ｂ）に示したように、鋼板表面からクラックが発生し
て、一気に割れに至ることがあることがわかった。
【００１９】
　そして、上記のような割れ挙動を示す高強度鋼板では、従来のＦＬＤを用いて割れの発
生を予測した場合、割れが発生しないと予測されたときでも、プレス成形では割れが発生
すること、特に曲げ変形量が大きい部位において多いことがわかった。
【００２０】
　そこで、発明者らは、引張強さＴＳおよび伸びＥｌがほぼ同等で、曲げ性が大きく異な
る表１に示す２種類の高強度鋼板ＡおよびＢを、上型と下型からなる金型（モデル金型）
を用いて図４に示す自動車のセンターピラー上部でルーフレールと接続する部分を模擬し
た部品形状にプレス成形し、割れが発生する時の金型の圧下位置（下死点からの距離）を
調査し、板厚中心における最大主ひずみおよび最小主ひずみから作成した従来のＦＬＤを
用いて予測した割れ発生時の金型圧下位置とを対比し、図５および図６に示した。なお、
プレス成形で割れの発生した鋼板位置は、厳しい曲げ加工を受ける部位に相当していた。
【００２１】
【表１】

【００２２】
　図５は、曲げ性に優れる鋼板Ａの結果を示したものであり、従来法で作成したＦＬＤか
ら予測した割れ発生時の金型圧下位置は、プレス成形において割れが発生した金型圧下位
置と一致している。しかし、曲げ性に劣る鋼板Ｂの結果を示した図６では、従来法で作成
したＦＬＤから予測した割れ発生時の金型圧下位置は、プレス成形において割れが発生し
た金型圧下位置と大きくずれており、予測精度が悪くなっている。
【００２３】
　上記の結果から、高強度化、硬質化した高強度鋼板では、プレス成形において曲げ変形
を強く受ける部位で起こる割れには、局所的なくびれが発生してこの部分の板厚減少が進
展して至る割れ（以降、「延性支配の割れ」とも称する）と、板厚減少を伴わずに鋼板表
面に亀裂が発生し、一気に板厚方向に伝播して至る割れ（以降、「曲げ性支配の割れ」と
も称する）との２種類の形態があること、そして、後者の曲げ性支配の割れが起こる場合
には、従来のＦＬＤを用いた割れ予測方法では、予測精度が大きく悪化することを見出し
た。
【００２４】
　そこで、発明者らは、従来の延性支配に起因した割れの予測方法の問題点を解決し、割
れの発生を精度よく予測するには、どうすべきかを検討した。その結果、従来の延性のみ
を考慮したＦＬＤの他に、さらに、曲げ性を考慮したＦＬＤを作成するとともに、有限要
素法を用いたプレス成形シミュレーションで各要素の表面ひずみ（最大主ひずみ、最小主
ひずみ）を求め、上記ＦＬＤと上記表面ひずみとを対比して割れを予測してやれば精度よ
く割れを予測できること、また、上記曲げ性を考慮したＦＬＤを作成するには、先端の曲
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率半径が小さなパンチを用いて張出し成形し、鋼板表面に亀裂が発生したときの表面ひず
みを成形限界として、その時の最大主ひずみ、最小主ひずみを求めてやればよいことを見
出した。
　本発明は、上記の新規な知見に基づいてなされたものである。
【００２５】
　以下、本発明について、プレス成形する被成形材（金属板）として鋼板を例にとって具
体的に説明する。なお、本発明は、鋼板のみでなく、非鉄金属からなる金属板にも適用で
きる。
（成形限界線図ＦＬＤの作成方法）
　まず、本発明が対象とする鋼板は、板厚が０．６～３ｍｍで、９０°曲げ（Ｖ曲げ）に
おける限界曲げ半径と板厚の比（限界曲げ半径／板厚）が１．０以上であることが好まし
い。板厚が上記範囲外では、プレス成形がなされることが少ないこと、また、限界曲げ半
径と板厚の比が１．０未満では、曲げ性が良好であるため、延性支配の割れが起こるため
、本発明を用いる必要がないからである。
【００２６】
　上記鋼板の曲げ性を考慮した成形限界線図ＦＬＤを作成するには、まず、上記鋼板を、
図７に示すような幅が１０～１００ｍｍで種々の幅を有する試験片に加工する。ここで、
幅を変えた試験片を種々準備する理由は、ひずみ比（最小主ひずみと最大主ひずみの比）
を広範囲に変化させるためである。
【００２７】
　次いで、その表面に、標点間距離０．５～１.０ｍｍでマーキングを施す。マーキング
の形状（マーキングパターン）は、サークルパターン、ドットパターン、グリッドパター
ン、同心円パターン等、成形後にひずみ量を計測することができるものであればいずれで
もよい。また、マーキング方法は、電解エッチング、フォトエッチング、インクによる転
写（スタンプ印刷）等があるが、いずれの方法を用いてもよいが、けがきは、亀裂発生を
誘発するため好ましくない。なお、上記標点間距離とは、個々のマーキングパターンの中
心間の距離をいう。また、標点間距離０．５～１.０ｍｍに限定する理由については後述
する。
【００２８】
　次いで、上記試験片を先端の最小曲率半径が３～１０ｍｍのパンチを用いて張出し成形
する。この際、パンチ先端部の試験片（鋼板）表面を、実体顕微鏡や光学顕微鏡、レーザ
ー変位計等で観察しながら成形し、鋼板表面に亀裂が生じた時点で成形を終了する。上記
パンチの先端形状は、先端の最小曲率半径が３～１０ｍｍのものであれば、球頭や楕円球
頭、Ｖ字等、どのような形状でもよい。なお、パンチ先端の最小曲率半径を３～１０ｍｍ
に限定する理由は、３ｍｍを下回ると、パンチ先端部分の変形領域におけるひずみ変化が
大きくなりすぎ、マーキングの標点間距離では主ひずみを正確に測定することが困難にな
ること、一方、１０ｍｍを超えると、後述するように、曲げ変形の影響が弱くなるためで
ある。
【００２９】
　上記張出し成形終了後、パンチ先端が当接して亀裂が発生した部分のマーキング位置も
しくは形状変化を計測して、割れ発生時の最大主ひずみと最小主ひずみを求める。これを
、種々の幅の試験片について繰り返して行うことで、亀裂発生時の最大主ひずみおよび最
小主ひずみを広範囲に亘って得ることができる。そして、上記のようにして得た最大主ひ
ずみおよび最小主ひずみの測定結果を二次元表示し、成形限界線ＦＬＣを得る。
【００３０】
　ここで、標点間距離０．５～１.０ｍｍに限定する理由について説明する。
　前述した表１の鋼板Ｂから、幅が４０ｍｍで、マーキングの標点間距離を０．５～３．
０ｍｍの範囲で種々に変化させた試験片を準備し、上記のようにして、先端の最小曲率半
径が１０ｍｍの楕円球頭パンチを用いて張出し成形し、鋼板表面に亀裂が発生した時点の
最大主ひずみを測定した。上記測定の結果を、マーキングの標点間距離と、計測された最
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大主ひずみとの関係として図８に示した。この結果から、マーキングの標点間距離を１.
０ｍｍよりも大きくした場合には、最大主ひずみは小さく測定されて、測定精度が低下し
てしまうことがわかる。一方、標点間距離を０．５ｍｍよりも小さくすると、マーキング
することが難しくなる他、マーキングの標点位置の測定誤差が大きくなるため、主ひずみ
の測定精度が低下する。よって、本発明においては、標点間距離は０．５～１.０ｍｍの
範囲とする。
【００３１】
　次に、パンチ先端の最小曲率半径を１０ｍｍ以下に限定する理由について説明する。図
９は、前述した表１の鋼板Ｂから採取した試験片を、パンチ先端の最小曲率半径が１５ｍ
ｍと１０ｍｍの楕円球頭パンチを用いて張出し成形した場合の割れ形態を示す模式図であ
る。パンチ先端の最小曲率半径が１０ｍｍの場合には、図９（ｂ）のように試験片の表面
からクラックが発生する曲げ性支配の割れ形態であるが、パンチ先端の最小曲率半径が１
５ｍｍのパンチを用いて張り出し成形をした場合には、図９（ａ）のように局所的なくび
れの発生から板厚減少が進展して割れに至る延性支配の割れ形態となってしまう。したが
って、パンチ先端の最小曲率半径は、曲げ性支配の割れ形態となる１０ｍｍ以下とする。
【００３２】
（割れの予測方法）
　本発明のプレス成形における割れの予測方法は、有限要素法等のシェル要素を用いた方
法を用いて鋼板を所望の部品形状にプレス成形するシミュレーションを行い、成形後の各
要素の鋼板表面の最大主ひずみと最小主ひずみ、あるいは、成形過程における各要素の鋼
板表面の最大主ひずみと最小主ひずみの推移を求め、この結果を、別途、前述した方法で
作成したＦＬＤ上にプロットし、各要素の最大主ひずみと最小主ひずみのプロットが、Ｆ
ＬＤの成形限界線ＦＬＣを挟んで割れ発生領域に存在するかあるいは割れなしの領域に存
在するかを確認し、１要素でも割れ発生領域に存在する場合には、その要素の部分で割れ
が発生すると予測する。なお、上記割れ発生有無の予測は、成形部品全ての要素について
行う必要はなく、経験上から、割れの発生が懸念される部位に絞り込み、その部位の要素
における鋼板表面の最大主ひずみおよび最小主ひずみを求めて、割れの予測を行ってもよ
い。
【００３３】
　上記シミュレーションを行う場合のシェル要素は、薄鋼板の場合、一般に板厚方向の応
力は無視できるため、板厚方向に要素を考えないシェル要素を用いることができ、通常、
板厚中央位置形状でシミュレーション用モデルを作成することが多い。例えば、図１０に
示すように、各要素内に応力やひずみを計算するための点（積分点）を設定し、板厚方向
にも板厚等分位置に積分点を設定する。最大主ひずみおよび最小主ひずみは、各積分点に
おいて計算するが、本発明における表面ひずみとは、鋼板の表面位置の積分点で計算され
た最大主ひずみの平均値および最小主ひずみの平均値、図中の記号で説明すると、ｄｓ１
～ｄｓ４の平均値である。なお、上記積分点の数や位置は、シミュレーションに用いる要
素の種類によって決まるものである。
【００３４】
（プレス部品の製造方法）
　本発明のプレス部品の製造方法は、上記に説明した割れ予測方法で、プレス成形におけ
る金属板の割れを予測し、もし、割れが発生することが予測された場合には、その条件（
金属板、金型）でのプレス成形を止め、割れが発生しない条件に変更してプレス成形する
ことを特徴とするものである。具体的に、プレス成形に用いる金型形状を変更したり、プ
レス速度や温度、潤滑状態等の成形条件を変更したり、あるいは、金属板の材質（延性、
曲げ性等）を変更したりして、割れ発生のない条件にてプレス成形を実施する。
【実施例】
【００３５】
　前述した表１に示した鋼板Ｂを、図７に示した形状で、最狭部の幅が１０～１００ｍｍ
である試験片を数種類作製し、この試験片表面に、電解エッチングでドットパターンを標
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点間距離１．０ｍｍでマーキングした。
　次いで、上記試験片を、図１１に示した、先端の最小曲率半径が２５ｍｍの球頭パンチ
と、先端の最小曲率半径が７．５ｍｍの楕円球頭パンチを用いて張出し成形した。なお、
楕円球頭パンチを用いた張出し成形では、成形中のパンチ先端部の鋼板表面を実体顕微鏡
で観察し、表面に亀裂が入った段階で成形を終了した。一方、球頭パンチを用いた張出し
成形では、鋼板に貫通割れが発生するまで成形を行った。
　次いで、張出し成形後の試験片について、パンチ先端近傍のドット間隔の変化を測定し
、最大主ひずみおよび最小主ひずみを求め、ＦＬＤを作成した。なお、上記球頭パンチを
用いて作成したＦＬＤは、板厚中心ひずみで成形限界を示す従来のＦＬＤに相当し、楕円
球頭パンチを用いて作成したＦＬＤは、曲げ割れを考慮した本発明のＦＬＤに相当する。
【００３６】
　図１２に、上記２種類の方法で作成したＦＬＤをそれぞれ示す。ただし、従来のＦＬＤ
は鋼板の板厚中心の成形限界であり、本発明のＦＬＤは鋼板の表面の成形限界である。
【００３７】
　次に、鋼板Ｂを、上型と下型からなる金型（モデル金型）を用いて、図４に示した自動
車のセンターピラー上部でルーフレールと接続する部分を模擬した部品形状にプレス成形
したところ、上型と下型が完全に密着する下死点から１２ｍｍの位置で割れが発生するこ
とを確認した。
【００３８】
　次いで、上記プレス成形とは別に、鋼板Ｂを上記部分に成形する場合について、有限要
素法を用いて３次元プレス成形シミュレーションを行い、金型が下死点に至るまでの成形
過程において、割れ発生位置の板厚中心および鋼板表面の最大主ひずみと最小主ひずみの
推移を求めた。なお、有限要素法の解析ソフトは、ＬＳ－ＤＹＮＡ　Ｖｅｒ９．７１（Ｌ
ＳＴＣ；Ｌｉｖｅｒｍｏｒｅ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ社製）を用い、シェル要素は、板厚中心の正方形とし、要素サイズは１．０ｍ
ｍとした。
【００３９】
　次いで、上記シミュレーションによって求めた割れ発生位置の成形過程における最大主
ひずみと最小主ひずみの推移を、図１２に示した従来のＦＬＤと本発明のＦＬＤ上にプロ
ットし、割れが発生する金型位置、すなわち、上記プロットがそれぞれのＦＬＤのＦＬＣ
以上の割れ領域に移行する金型の下死点からの位置を求めた結果を、図１３に示す。なお
、従来のＦＬＤでは、板厚中心における最大主ひずみ、最小主ひずみで割れ予測を行い、
本発明のＦＬＤでは、板表面の最大主ひずみ、最小主ひずみで割れ予測を行った。
【００４０】
　図１４に、上記割れ発生の金型位置の予測結果と、プレス成形を行ったときの割れ発生
金型位置とを対比して示した。この図によれば、従来のＦＬＤを用いた割れ発生予測では
、下死点から７ｍｍの位置まで金型を下降させたときに割れが発生すると予測されたが、
本発明のＦＬＤを用いた割れ発生予測では、下死点から１１ｍｍの位置まで金型を下降さ
せたときに割れが発生すると予測されており、プレス成形で実測した割れ発生金型位置（
下死点から１２ｍｍの位置）とほぼ一致している。この結果から、本発明のＦＬＤを用い
て割れの発生を予測した方が、精度がよいことがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明は、上記に説明した内容に限られるものではなく、例えば、上記実施例では、引
張強さが９８０ＭＰａ級以上の鋼板（１１８０ＭＰａ級の鋼板）に適用した例を示してお
り、本発明は、このような高強度鋼板のプレス成形に適用することが好ましいが、引張強
さが９８０ＭＰａ級未満の鋼板や、鋼板以外の金属板に適用することもできる。
【符号の説明】
【００４２】
　１：プレス金型の上型
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　２：プレス金型の下型
　３：被成形材（金属板、鋼板）
　４：メッシュ分割
　５：要素

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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